
上 尾 市 市 民 後 見 人 受 任 候 補 者 の 登 録 等 に 関 す る 要 領  

 

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、上 尾 市 市 民 後 見 人 制 度 の 実 施 に 関 し 、必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ( 1 ) 市 民 後 見 人  次 に 掲 げ る 者 を い う 。  

  ア  第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 推 薦 を 受 け た 者 で 、家 庭 裁 判 所 が 選 任

し た 後 見 人 等  

  イ  法 人 後 見 の 支 援 員 、日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 の 生 活 支 援 員 、権

利 擁 護 サ ポ ー タ ー 、意 思 決 定 サ ポ ー タ ー そ の 他 の「 市 民 」の 立

場 で 地 域 の 権 利 擁 護 に 関 わ る 者  

 ( 2 ) 後 見 人 等  民 法（ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ）に 規 定 す る 成 年 後

見 人 、 保 佐 人 及 び 補 助 人 を い う 。  

 ( 3 ) 後 見 等  後 見 人 等 と し て 行 う 後 見 、 保 佐 及 び 補 助 を い う  

 ( 4 )  市 民 後 見 人 受 任 候 補 者  第 ４ 条 の 規 定 に よ り 上 尾 市 受 任 候 補

者 名 簿 （ 以 下 「 名 簿 」 と い う 。） に 登 録 さ れ た 者 を い う 。  

( 5 )  中 核 機 関  権 利 擁 護 支 援 の た め の 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 中

核 的 役 割 を 担 う 司 令 塔 と な る 機 関 を い う 。  

( 6 )  支 援 調 整 会 議  中 核 機 関 が 主 催 し 、 中 核 機 関 職 員 及 び 成 年 後

見 制 度 に 精 通 す る 専 門 職 （ 弁 護 士 、 司 法 書 士 、 社 会 福 祉 士 等 ） で

構 成 さ れ 、個 別 事 案 に お け る 成 年 後 見 制 度 利 用 の 必 要 性 お よ び 緊

急 性 、 後 見 人 候 補 者 の 適 否 等 に つ い て 協 議 す る 場 を い う 。  

（ 実 施 主 体 ）  

第 ３ 条  名 簿 に 係 る 事 務 の 実 施 主 体 は 、上 尾 市 と す る 。た だ し 、市 長

は 、 中 核 機 関 に 管 理 の 一 部 を 委 託 で き る 。  

（ 名 簿 登 録 の 基 準 ）  

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日  

健 康 福 祉 部 長 決 裁  



第 ４ 条  市 長 は 、次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 を 名 簿 に 登 録 す る こ と が

で き る 。  

 ( 1 ) 市 内 に 在 住 、 在 勤 又 は 在 学 し て い る こ と 。  

 ( 2 )  市 又 は 中 核 機 関 が 実 施 す る 市 民 後 見 人 養 成 講 座 の 基 礎 研 修 及

び 実 務 研 修（ 以 下「 養 成 講 座 研 修 」と い う 。）を 修 了 し た 者（ 市 長

が こ れ と 同 等 と 認 め る 講 座 ・ 研 修 を 終 了 し た 者 を 含 む 。） で あ る

こ と 。  

 ( 3 )  次 条 の 規 定 に よ る 登 録 の 申 請 の 日 が 、 養 成 講 座 研 修 課 程 の 修

了 の 日 又 は 養 成 講 座 研 修 修 了 者 を 対 象 と し た フ ォ ロ ー ア ッ プ 研

修（ 市 長 が こ れ と 同 等 と 認 め る 講 座・研 修 を 含 む 。）を 修 了 し た 年

度 の 翌 年 度 末 の 範 囲 内 で あ る こ と 。  

 ( 4 )  後 見 人 等 と し て 選 任 さ れ た 市 民 後 見 人 と し て 活 動 す る 意 思 を

持 ち 、制 度 に 関 す る 基 礎 的 な 知 識 を 有 し 、後 見 人 等 と し て 活 動 を

安 定 的 か つ 継 続 的 に 実 行 で き る 健 康 状 態 や 生 活 状 況 に あ る こ と 。 

 ( 5 )  中 核 機 関 及 び 社 会 福 祉 協 議 会 等 が 行 う 成 年 後 見 制 度 に 関 す る

事 業 や 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 に 従 事 又 は 協 力 す る 意 欲 が あ る こ

と 。  

 ( 6 ) 宗 教 活 動 、 政 治 活 動 又 は 営 業 活 動 を 目 的 に 含 ま な い こ と 。  

 ( 7 )  市 民 後 見 人 の 活 動 と し て 知 り 得 た 秘 密 を 固 く 守 る こ と が で き

る こ と 。  

 ( 8 ) 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。   

ア  成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律（ 平 成 ２ ８ 年 法 律 第

２ ９ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 成 年 被 後 見 人 等 に 該 当 す る 者

で あ る こ と 。  

イ  民 法 第 ８ ４ ７ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ と 。  

ウ  民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ４ ９ 号 ）附

則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 成 年 被 後 見 人 と み な さ れ る 者 又

は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 被 保 佐 人 と み な さ れ る 者 で あ る こ

と 。  

エ  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年

法 律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で あ る 者 で あ



る こ と 。  

オ  そ の 他 市 民 後 見 人 の 候 補 者 と し て 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 者

で あ る こ と  

（ 名 簿 登 録 の 申 請 ）  

第 ５ 条  後 見 人 等 と し て 選 任 さ れ た 市 民 後 見 人 と し て 活 動 す る こ と

を 希 望 す る 者 は 、上 尾 市 市 民 後 見 人 受 任 候 補 者 名 簿 登 録 申 請 書 兼 登

録 票 （ 様 式 第 １ 号 ） を も っ て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 の 審 査 及 び 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 、必 要 な 審 査

を 行 っ た 上 で そ の 可 否 を 決 定 し 、そ の 結 果 を 、申 請 者 に 対 し 、名 簿

登 録（ 終 了 ）決 定 通 知 書 兼 登 録 証（ 様 式 第 ２ 号 ）に よ り 通 知 す る も

の と す る 。   

２  前 項 の 規 定 に よ る 審 査 は 、次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 総 合 的 に 評 価

し 、 行 う も の と す る 。  

 ( 1 )  市 又 は 中 核 機 関 が 実 施 す る 養 成 講 座 研 修 （ 市 長 が こ れ と 同 等

と 認 め る 講 座・研 修 を 含 む 。第 １ １ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に お い て 同 じ 。）

の 受 講 状 況  

 ( 2 ) 中 核 機 関 が 実 施 す る フ ォ ロ ー ア ッ プ 研 修 の 受 講 状 況  

 ( 3 ) 名 簿 登 録 の 抹 消 の 有 無 及 び そ の 事 情  

 ( 4 ) 市 民 後 見 人 と し て 活 動 す る 意 思 及 び 心 身 の 状 態  

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 名 簿 登 録 を し た 者 に つ い て 、当 該 名

簿 登 録 を し た 者 に 係 る 上 尾 市 市 民 後 見 人 候 補 者 名 簿 登 録 申 請 書 兼

誓 約 書 及 び 、上 尾 市 市 民 後 見 人 候 補 者 名 簿 登 録 確 認 票 兼 名 簿 登 録 者

の 個 人 情 報 使 用 に 関 す る 同 意 書 に 記 載 さ れ た 内 容 等 を 名 簿 に 登 録

す る も の と す る 。  

（ 登 録 の 変 更 等 ）  

第 ７ 条  名 簿 登 録 者 は 、 前 条 第 ３ 項 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ っ た と き

（ 次 項 各 号 に 該 当 す る と き を 除 く 。） 又 は 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、速 や か に 登 録 変 更（ 終 了 ）届 書（ 様 式 第 ３ 号 ）を 市

長 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 ) 名 簿 登 録 の 意 思 が な く な っ た と き 。  



 ( 2 ) 第 ４ 条 各 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。   

（ 名 簿 登 録 の 終 了 ）   

第 ８ 条  市 長 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 名 簿 登 録 者 に つ い て 、

名 簿 の 登 録 を 終 了 す る も の と す る 。   

 ( 1 ) 前 条 の 登 録 終 了 届 を 提 出 し た 者   

 ( 2 ) 第 ４ 条 各 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た 者   

 ( 3 ) 第 １ ２ 条 の 規 定 を 遵 守 し な い 者   

 ( 4 ) 名 簿 登 録 者 と し て 不 適 当 と 認 め ら れ る 者   

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 名 簿 の 登 録 を 終 了 し た と き は 、名 簿 の

登 録 を 終 了 し た 者 に 、名 簿 登 録 決 定（ 終 了 ）通 知 書 兼 登 録 証（ 様 式

第 ２ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。   

（ 就 任 の 支 援 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、名 簿 登 録 者 に 対 し 、後 見 人 等 の 適 正 な 業 務 の 執 行 に

必 要 な 知 識 等 の 更 な る 習 得 に 関 す る 研 修 等 を 行 い 、後 見 人 等 へ の 就

任 を 支 援 す る 。  

（ 名 簿 の 提 出 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、必 要 に 応 じ て 、家 庭 裁 判 所 に 市 民 後 見 人 候 補 者 名

簿 を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 受 任 の 手 続 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、家 庭 裁 判 所 に 後 見 人 等 の 選 任 候 補 者 を 推 薦 す る と

き は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 を 勘 案 し 、登 録 者 の 中 か ら そ の 事 案 に

係 る 後 見 等 の 業 務 を 行 う の に ふ さ わ し い 者 を 選 考 す る も の と す る 。 

 ( 1 )  社 会 福 祉 法 人 等 が 実 施 す る 法 人 後 見 事 業 に 基 づ く 支 援 員 の 業

務 に 従 事 し た 経 験  

 ( 2 )  社 会 福 祉 協 議 会 が 実 施 す る 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 に 基 づ く 生

活 支 援 員 の 業 務 に 従 事 し た 経 験  

 ( 3 ) 後 見 等 の 業 務 に 従 事 し た 経 験  

 ( 4 ) 市 又 は 中 核 機 関 が 実 施 す る 養 成 講 座 研 修 の 受 講 状 況  

 ( 5 ) 中 核 機 関 が 実 施 す る フ ォ ロ ー ア ッ プ 研 修 の 受 講 状 況  

 ( 6 ) 市 民 後 見 人 と し て 活 動 す る 意 思 及 び 心 身 の 状 態  

２  前 項 の 規 定 に よ る 選 考 は 、中 核 機 関 が 実 施 す る 支 援 調 整 会 議 に 諮



り 、 専 門 職 か ら の 意 見 を 聞 く こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、支 援 調 整 会 議 で 選 定 さ れ た 候 補 者 に 受 任 の 意 向 の 有 無 を

打 診 し 、個 人 情 報 の 保 護 に 配 慮 し つ つ 、当 該 後 見 事 案 に 関 す る 情 報

を 提 示 す る 。  

４  名 簿 登 録 者 は 、前 項 の 規 定 に よ る 打 診 を 受 け た 場 合 は 、受 任 意 向

回 答 書（ 様 式 第 ４ 号 ）に よ り 回 答 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に

お い て 、名 簿 登 録 者 は 、市 長 か ら の 打 診 を 承 諾 し た 場 合 は 、利 益 相

反 関 係 の 判 明 、健 康 上 の 理 由 、生 活 状 況 の 変 化 等 の 重 大 な 事 由 が 生

じ た 場 合 以 外 で 回 答 を 取 り 下 げ る こ と は で き な い 。  

５  市 長 は 、 家 庭 裁 判 所 に 後 見 人 等 の 選 任 候 補 者 を 推 薦 す る と き は 、

家 庭 裁 判 所 の 指 定 す る 様 式 等 に よ り 行 い 、指 定 の な い 場 合 は 推 薦 書

（ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 行 う 。  

６  名 簿 登 録 者 は 、家 庭 裁 判 所 か ら 後 見 人 等 に 係 る 照 会 及 び 通 知 が あ

っ た 場 合 は 、 速 や か に 市 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

(受 任 者 の 遵 守 事 項 )  

第 １ ２ 条  前 条 の 規 定 に よ る 推 薦 を 受 け 、家 庭 裁 判 所 に 後 見 人 等 と し

て 選 任 さ れ た 者 (以 下「 受 任 者 」と い う 。 )は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 遵

守 し 、 後 見 等 の 活 動 に 従 事 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 ) 受 任 し て い る 事 案 に 係 る 成 年 被 後 見 人 等 (成 年 被 後 見 人 、被 保

佐 人 及 び 被 補 助 人 を い う 。以 下 同 じ 。)の 意 思 を 尊 重 し 、か つ 、そ

の 心 身 の 状 態 及 び 生 活 の 状 況 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い こ と 。  

 ( 2 ) 後 見 監 督 人 、保 佐 監 督 人 、補 助 監 督 人 又 は 家 庭 裁 判 所 の 指 示 に

従 う こ と 。  

 ( 3 )  当 該 活 動 に 従 事 し て い る 期 間 及 び 当 該 期 間 の 終 了 後 に お い て 、

成 年 被 後 見 人 等 又 は そ の 親 族 か ら 財 産 の 贈 与 、寄 附 又 は 借 入 れ を

受 け て は な ら な い こ と 。  

 ( 4 )  当 該 活 動 を 遂 行 す る た め の 知 識 及 び 技 能 の 維 持 向 上 を 目 的 と

し て 、市 及 び 中 核 機 関 等 が 実 施 す る 研 修 を 受 講 し な け れ ば な ら な

い こ と 。  

（ 遵 守 事 項 に 違 反 し た 場 合 等 の 処 置 ）   

第 １ ３ 条  市 長 は 、受 任 者 が 前 条 の 規 定 を 違 反 し た 場 合 は 、上 尾 市 受

https://www.city.kamogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r102RG00000916.html#e000000237


任 者 違 反 事 実 報 告 書（ 様 式 第 ６ 号 ）に よ り 、そ の 旨 を 家 庭 裁 判 所 に

報 告 す る も の と す る 。   

（ 受 任 者 の 活 動 等 の 支 援 ）   

第 １ ４ 条  市 長 は 、受 任 者 と し て 活 動 す る こ と と な っ た 者 に 対 し 、必

要 な 相 談 及 び 支 援 の た め の 体 制 を 整 備 し 、そ の 活 動 を 支 援 す る も の

と す る 。   

（ 受 任 者 の 辞 任 ）  

第 １ ５ 条  受 任 者 は 、や む を 得 な い 事 情 に よ り 家 庭 裁 判 所 に 後 見 人 等

の 辞 任 を 申 し 出 る と き は 、 上 尾 市 市 民 後 見 人 辞 任 届 （ 様 式 第 ７ 号 ）

を 市 長 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 提 出 が あ っ た と き は 、家 庭 裁 判 所 等 と

協 議 の 上 、 必 要 な 対 応 を 行 う も の と す る 。   

（ 法 人 後 見 実 施 法 人 へ の 支 援 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は 、名 簿 登 録 者 か ら 予 め 同 意 を 得 て い る 場 合 、必 要 に

応 じ て 、社 会 福 祉 協 議 会 及 び 法 人 後 見 を 実 施 し て い る 法 人 に 対 し て

名 簿 登 録 者 の 情 報 を 提 供 で き る も の と す る 。  

２  前 項 に お け る 必 要 に 応 じ て と は 、法 人 後 見 支 援 員 や 日 常 生 活 自 立

支 援 事 業 の 生 活 支 援 員 と し て の 活 動 に 関 す る 案 内 を 行 う 場 合 が 該

当 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ７ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定

め る が 、 専 決 的 に 健 康 福 祉 部 長 が 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 領 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  


